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竿 12回献血推進運動中央連絡協議会における協議事項について

1.22年 度献血推進計画に盛り込まれた事業の取組予定
①平成23年 4月 1         準改正についての広報|

都道府県名 予定事業の概要
(事 業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うにあたっての連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等)<各種メディァを利

・ 地元ラジオ放送 (車液センター)

・ 県の広報番組での周知

Lテ レビCMの作成
<その他の取組>

呂等学校を訪問し周知を歯る
・献血推進協議会・鞭匿藩両T〒面肩T頭百褒百蚕
い での協力依頼等 )・広報媒体を利用した啓発_

ポスター、パンフレットを用いた啓発
県のホームページヘの掲載
献血場所での PR

関係機関に対する文書通知

各高等学校・保健所・血液センタニ

・市町村・報道機関・協力団体等
・関係機関 (医 師会、病院協会、薬剤師会等)に通知

し、各会員に対する周知を依頼する。



②地域の特性に応じ、キッズスペニスを確保する:等の親子が献血にふれあう機会を設けるための取組

都道府県名
予定事業の概要

(事 業の取組みに当たって:重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うに当たっての規制や連携・協力先

(都道府県における規制について記載願います。また、

連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を

得るための方法等)

各道県 <キ ツズスペニスの設置状況>
・ 7道県中4道県がキッズルームを設置しており、

保母の資格を持つた者をスタッフとして配置 し

ている県もある。

宮城県 ・キ ッズスペースの設置についてホームページのほ

かタウン情報誌に掲載 し広報 している。

北海道

<キヤンペャン等>
・ サンデーテーリング※で小学生の親子を対象に

献血の意義を啓発

※札幌市交通局が実施 しているスタンプラリー方

式の事業。血液センターが参加 している。

秋田県 。「親子ら、れあい献血」キャンペーンを実施し、親
が献血している姿を子供に見学させている。

・採血室で走り回ったり、騒いだりしないよう職員
が付き添って見学させる事が必要6キ ッズコーナー

では複数の子供が集まるとケンカ等で騒ぎ出す事
もあるためt管理する職員の配置が必要山形 県 ・街頭献血では、子供も献血バスの中に入つて親の

献血を見学            、

宮城県 ・「けんけつ KID'Sサマニスクール」
対象 :小学 4～ 6年生及びその保護者

福島県 ・血液センタニ見学会 (夏休み)

・献血感謝デー (2月 )

報道機関に広報依頼



③
_「
献血出前講座」や血液センタニ等での体験学習への取組

都道府県名 予定事業の概要     :
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連房T協力先
(連携 。協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等 )<献ュ出前講座等>

・ライォンズタラブ、看護学校等で講座の実施。小
中学校への講座実施を検討。

・日赤t教育委員会、札幌市

・授業の一環として献
から学校を訪間)

・教育委員会、各小・中・高等学校長

高等学校を訪間|し ての講話及びビデォ上映等に
よる普及啓発

・ 高等学校を訪問し、献血協力依頼時にあゎせて
講話開催を依頼する。

・」RC活動の生徒を対象に実施 (高等学校)小学生や中学生を対象とした献血講話の実施
(会場血液センター、7月 実施)

「献血ごっこ (仮称)」 の実施 (血液センタ∵)

保健所職員による出前講座 (県 ) .

・県教育委員会、各高校

小中学校に出前講

6

各高校へ出前講座の周知
教育委員会<施設見学>

・サンデーテーリングで典液センターに施設見学に
訪れる。学生ボランティァが小学生親子に対応。



青森県 親子献血セミナーを開催 (夏休み、小学生 :親子

対象とし、血液センタニを見学できる。)

青森市教育委員会

岩手県 「親 と子の血液センター見学会」を開催

秋田県 「献血ごっこ (仮称)」 の実施 (小学生の親子を

対象)

山形 県 ・高校生を対象にバスで宮城県にある基幹センター

等の施設見学を実施

宮城県 ・高校生を対象とした血液センターの検査・製造部

門の見学を実施 (宮城県)



都道府県名 予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

北海道 ・各大学、専門学校、サークル、学生寮での勉強会
の実施

。「一緒に (グル早プ)献血」の実施 (5人 1組で
献血,処遇品の増量)

。学生献血推進協議会に看護学生が入り、献血の
推進や勉強会を実施

・Ⅲ液センター、市町村

・ 青森県学生献血推進連絡会の活性化
・

ぱ堡熟算

を対
子

とし
ヶ
献血ルームの

尋
学及び実習

・ 県主催の輸典療法安全対策講演会べの医学生の
出席を呼びかけ

・大学、大学医学部付属病院

大学等への献血バスの配車
・ 医学部、薬学部、看護学部への献血バスの配車
・ 研修医の献血間診業務への協力依頼
・ 医学生への血液製剤使用適正イしに係る冊子の配
布

・ 学生献血ボランティアとの更なる連携強化

. +s fr- >r 4 T E.ft. 6t+
・各大学
・各研修医受入れ病院
・医科大学

する普及啓発の取組

本事業を行うに当たっての連携 。協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等 )



秋 田県 ・医学生の典液センタT訪間、研修血液事業に係る
教育の実施

・大学における献血講話の実施 (血液センター)

大学医学部

山形県 E学生献血協カサークルベ献血者不足等の情報提供
及び献血希望者の募集を行うメール配信 (血液セン

ター)

宮城県 。「献血出前講座及びセミナニ」

対象 :高校t大学、専門学校

献血のほかAED講 習やHIVの 講話など学校
の希望を取り入れている。

。「高校生献血ボランティア体験」

対象 :県内高校生  (主に夏季に実施)

教育機関

・街頭献血の呼びかけなど赤十字の活動を体験する

場を設けている。

福島県 口献血キャンペーン介の高校生・大学生ボランティ
ア等に参カロしてもらうことにより、身近に献血に
触れる機会を設ける。         ●

・県内各高校、大学のボランティアサークル等に対

する事前の参加依頼を行う。

<参考>
「アンパンマンのエキス」 (D∨ D)は献血への理

解が得られる非常によいツールと思われるので(積

極的に活用すべき。



いイ頃向にある5o～ 6 0歳 代を対象とした普及啓発の取組

都道府県名 予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等)北海道 ・この年代で人気のあるスポーッ(パークゴルフ等)

イベント会場へ出向いての広報活動を検討中
・献血参加の動機づけのァ助として、「還暦献血」
等の実施を検討。また、併せて 60～ 64歳までに
献血をいただくと69歳迄の協力が可能で
あることの周知徹底を兼ねて、折込みチラシやポ
スター等に60歳代の力
(協 力)が必要な旨のアピールを検討中。

50～ 60歳代限定のキャンペーン (シ ェァキャン
ペーン)実施

。若年層、高齢層向けテレビcMの制作 献血可能年齢の情報提供

・献血ルームの設備の本実 (イ ンターネット設備・
マッサージ機器をはじめ,ガーデンカフェを楽し
む事のできるテラスなどの設置)

・平成 16年 より行っている「愛の献血 7o字ス ト
ニ リー募集」の実施高齢者への周知

市町村、報道機関、血液センター



⑥地域の特性に合わせた採血所のイメージ作りや移動採血車の機能面の充実等の、なお―層のイメージアップヘの取組

都道府県名
予定事業の概要

(事 業の取組みに当たつて、重点を置く事柄を含む。)

本事業 を行 うに当た っての連携・協 力先

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を

得るための方法。)

北海道 郊外の献血ルームや地方の血液センターについ

ては、カン トリー調の内装や地域の代表的な風

景等を表現する内装を施 し、ゆ った り感の演出

や家族的雰囲気を出 している。

衛中のル‐ムについては、癒しの演出を行つて
いる。

青森県 ・全献血ルームの待合室のレイアウ トを変更。

岩手県 ・献血ル‐ムの拡張 リニュニアル予定



第 12回献血推進運動中央連絡協議会における協議事項について

1.‐22年度献血推進計画に盛り込まれた事業の取組予定
①平成23年 4月 1日 施行予定の採典基準改正についての広報

都道府県名 予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うにあたっての連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力
を得るための方法等)

○市町村担当者会議等での説明
○高校隼献血キャンペーン等での広報
○地元ラジオ放送,チ ラシ (新聞折込),駅前の大型

ビジョンを活用した広報の実施

市町村 血液センター
~教

育委員会
地元新聞社 地元AMラ ジオ局
コミュニティーFM放送局 等

○各種イベント・呂穫
リーフレット等の配布による周知

:員111:i;ξ:I][ililム
層象ア?活T

県内各メディァ

教育委員会、血液センター

9広報、ホームページ等による広報
017歳からの40o品 1献血に対して、養護教諭向
けにリーフレットの作成を検討。

教育委員会・各高等学校・血液センター
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埼玉県 ○平成 22年度後半に、血液センタ丁と県のホームペ

ージに掲載及び関係機関に通知 (新規)

○市町村献血担当者会議等で適宣説明 (継続)

県教育委員会、さいたま市教育委員会及び県総務

部学事課を通 じて県内全高校に採血基準改正の事

前の連絡を実施する。

また、採血基準改正について市町村、保健所にも

周知を行う。

千葉県 【血液センター】

○行政、血液センター及び各種団体との連携強化を図
る

【血液センター】

教育委員会、高等学校及び市町村献血推進協議会等
に主旨説明を行い、理解を得る。

東京都 ○ホすムページ、都及び区市町村の広報紙等を活用し
て十分な理解と協力を呼びかけ広く広報を行う。

○施設昇学及び学校献血t文化祭などの学校行事に合
わせて広報を行う。

○区市町村、血液センター との連携も

神奈川県 ○ホニムページ、県・市町村広報紙等を活用し、住民
に対して、十分な理解と協力を呼びかける広報を行
う。

新潟県 地元ラジオ局による広報

リーフレットの作成

○

○

山梨県 ○県広報誌への掲載や市町村広報誌への掲載依頼を行
いたいと考えています。

市町村長に協力を依頼する。



022年度当初の段階では具体的な広報等の実施計
画は未定。 (採血基準改定に当たって、男性 69
歳まで血小板献血が可能になるこごギ 17歳から
400mL献典が可能になることについては、献血推
進や献血確保の点から期待している。)

【血液センター】
○県のホームページに採血基準改正に関する情報を
掲載する予定。 【県】

○市町村、献血協力団体、献血ボランティァ団体等に対して新採血基準への理解と協力を得るため、
渉外活動・広報活動に努めたい。また、丁ギiじ
にも協力を依頼し、二般向けの広報を行いたぃ。

②地域の特性に応じ、
Jす るための取組

都道府県名 予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、専ホを置く事柄を含む。)

本事業を行うに当たっての規制や連携・協力先
(都道府県における規制にっいて記載願います。
また、導携・協力を必要とする団株奪ゃをあ進
携・協力を得るための方法等 )○つくげ献血ノJ―ムの増改築行う為、イベン トキッ更

スペースを設置する。また、他ルームではキッズスペースがないため幼児向け絵本ゃぬりえを備え付
けて対応 してぃる。

規制は特段なし

O衛頭献血実施               T
O親子AED講 習と施設見学を実施 (小学生夏休み期

学生ボランティァ等
地域の小学校等

出方I去盟輛輛齋

１
■

１
ェ
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埼玉県 o親子ふれあい献血キャシペーンの実施 (継続)

Oキ ツズスペースについては今後、新たに設置する献
ユルーム (大宮第二献血ルーム (仮称))に詫児体
制の確保を図る予定

血液セ ンター

千葉県 【血液センター】

○若年層に対する献血啓発活動の一環として、普段献

典に接することのない子供に幼少時代から献血ヘ

興味、関心を持つてもらうことで、将来的な献血に

資することを目的として、児童生徒と保護者を対象
とした小学生を対象とした小学生献血学習会を年
1回開催する。

【血液センター】

献血施設と併せて医療現場の見学も実施予定であ

ることから、県内の医療機関

東京都 ○人員の配置t奉仕団やボランティアの協力依頼。
○献血者に対する充足感のある環境を整える。器材及
び広報資材の見直しを図る。

○区市町村、血液センターとの連携

神奈川県 ○安全性の検証等、キッズスペニス設置に向けた前向

きな検討を実施する。

規制や連携・協力先等を含め検討中。

新潟県 ○ 献血ルームに幼児・子供向けの絵本を備え付け

山梨県 ○特に予定はありません。

長野県 ○献血固定施設内に託児スペースを設けるなど設備
の充実に向けて検討する予定。 【血液センター】

○特にな し。



③ [献血出前講座」や血液センター等での体験学習への取組

都道府県名 予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む:)

本事業を行うに当たっての連携・協力先
~

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協
主資得るための方法等)○

`jヽ

学生を対象
○高校生を対象とした献血出前講座及び施設見学会

出前講座の実施

各市町村の教育委員会
各高等学校

県内各企業

○とちぎ県政出前講座におぃて、「血液のはなし」と
題し、血液の働きと、献血から作られる車液製剤の
使われ方などについての説明  ~~~十

`↑ Taり
V`

○施設見学の実施 (血液センター)

〇小学校等の校外学習事業の受け入れ (血液センタ
ー )

○親子AEp講習の実施 (小学生夏休み期間)

依頼内容等により、血液センターと連携

教育委員会・地域の小学校等

○血液センター体験学習
○献血出前講座の実施

教育委員会 ,各小中学校・血液センター

○血液センター顧間を講師とした血液出前講座の実
施 (継続 )

○新高校 1年生を対象とした献血ルーム見学会の実
施 (新規)

血液センター

13
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千葉県 【血液センター】

○若年層及び献血全年齢層への献血啓発として、高校
生を対象とした献血セミナー、中学生職場体験を積
極的に実施・受入を行う。

【血液センター】

千葉県教育庁教育振興部ム実施高等学校の選定と

実施依頼

千葉県青少年赤十字指導者協議会→青少年赤十字

採用校での実施勧奨

千葉市教育委員会学校教育部→職場体験受け入れ

先として血液センターを紹介

東京都 ○ リーフレッ トや広報資材等を整備 して、既存の地域

(P tt A)や 学内献血等で、献血の啓発を行う。

○区市町村、教育委員会、学校等、血液センター

との連携。

神奈川県 〇小・中学年の親子を対象として実施している「夏休
み小中学生親子献血教室」を拡充し、血液の大切さ
や助け合いの心について、さらなる啓発を図る。

県、市町村、各市町村教育委員会、各教育事務所、

各小中学校等の連携・協力を必要とし、文書で協

力依頼をしている。

新潟県 ○高等学校における献血普及講演会の実施
OJヽ学生から高校生を対象とした献血ルTム見学会

の開催

県教育委員会

山梨県 ○ 特に予定はありませんが、今後検討を行いたいと

考えています。

長野県 ○「長野県政出前講座」のテ
ニ

マのァっとして「身近
に感じる献血」を設定している:県民から依頼があ
れば、県職員が説明に出向き、県民と意見交換等を
行っている。 【県】

<説明内容> ・はじめての献血 (基礎知識)

・県内の献血の現状
口献血方法、採血基準  など

○特になし。



び将来の医療従事者を目事旨す者に対する普及啓発の取組

都道府県名 (事 業の取組みに当た って、重点を貢 く事柄 を含
む。 )

予定事業の概要 本事業を行うに当たっての連携―協力先―
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協
とを得るための方法等)○学内献血時にミ

実施し推進を図る
各大学・ライオンズクラブ

○県内の大学 コ短

施時に若年層向けチラシ・パンフ L/ッ トの配布
○学生献車推進連盟「かけはじ」の活動支援

口Ч̀

○看護学校の学生等の血液センタニ施設見学の受け
入れ

キ等による献血依頼

献典実施大学・学生献血推進連盟「かけはし」等

○県内大学への献血協力の依頼。 県内各大学・私立大学協会・各種専門学校・血液
センター

○大学における
―クルに広報活動の援助を受ける。 (継続)

血液センター

大学のボランティァサ_ク ル

層を対象とした献血キャンペーンを行う。

○献血者安定確保対策事業として、献血推進員 (5
名)を雇用t、 大学等への献血協力要請・献血広
報等を行う。
【血液センター】

○学生ボランティァ募集用パンラレットを作成し、
千葉県学生献血推進協議会会員の増加を図り、各
大学献血実施時のボランティァ活動の依頼、若年

【血液センター】
○県内各大学及び 」RC
通じ協力依頼をする。

f*ffitit:tr;&t>t-&
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東京都 ○大学・短大献血の増回及び増班やグルニプ・ペア

献血の実施。

○携帯メールクラブの会員案内と情報提供。

○ホームページ、都及び区市町村広報紙等を活用 し

て十分な理解と協力を呼びかけ広く広報を行う。

○施設見学の実施。

○血液セ ンター及び各学校の学校祭な どにおけ

る献血紹介 ボランティア (学生)や 、行事の実

行委員会等との連携強 化。

神奈川県 ○ 県内大学生を対象としたイベント(ボ ラフエスタ

in KANAGAWA)の 開催

横浜ベイスタ早ズ、横浜 F・ マ リノス、川崎 フロ

ンター レ、湘南ベルマニ レ、FMヨ コハマほか地

元企業、団体等

新潟県 ○大学、専門学校等べの献血バスの配車

(栄養士が同行し、栄養指導を行う:)
○専門学校における献血普及講演会の実施

○献血を体験してもらうための献血ル下ム見学会

大学、専門学校等

山梨 県 ○特に予定はあ りません。

長野県 ○特に若年層へのアピールに重点をおき、医療系、

薬学系の大学生に対して体験学習等の定期的実施

を計画している。 【血液センター】

○長野県内の各大学のキャンパスにおいて、献血啓

発用ポケットティッシュを配布する広報活動を定

期的に実施するとともに、協力可能な大学におい

ては移動採血車を配車しキャンパスでの献血を計

画 している。 【血液センタT】

○若い世代への啓発事業として、保健福祉事務所 (保

健所)担当者が高校、短大、大学、専門学校等を

訪問し、献血への理解と協力を求めている。 【県】

○各大学担当部門

○各大学の学生担当課

○血液センタT



いイ頃向にzら る5 0歳 代を対象 とした普及啓発の取組

都道府県名
予定事業の概要

(事 業の取組みに当たって、重点を置 く事柄を含
む。)

本事業を行うに当たっての連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協
力を得るための方法等)

○定期的なDMを活用し、献血の協力依頼と献血情
報等提供を行う

血液センター

○献血推進キャンペーン等における普及啓発の実施
ガヽキ等にょる献血依頼

血液センター

○各種献血キャン 血液センター

予定な し。

○各種献血キャンペ■ンを実施するとともに、各種
広報媒体に献血関連情報を提供する。

【血液センター】
○献血協力依頼文書の発送及び自治会等地域住民を
対象とした説明会の実施。

○県民だより、市町村広報誌、県内報道機関、地
域広報誌、」R及 び私鉄各社等

【血液センター】
050歳 以上の方への献血場所の情報提供及び各
市町村、推進団体の協力を得て献血者の確保を
図る。

○継続的なDMに よる依頼。
○ホームページ、都及び区市町村の広報紙等を活用

して十分な理解 と協力を呼びかけ広 く広報 を行
つ 。

○区市町村、血液セ ンター との連携

神奈り|1県
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新潟県 ○継続的なDM、 献血メールクラブの活用

OAM民 放ラジオによる定期的な献血情報の提供

山梨県 ○特に予定はあ りません。

長野 県 ○ 定期的に献血依頼のハガキ等を発送する。

【血液センター】:

○特にな し。

⑥地域の特性に合わせた採血所のイメージ作りや移動採血車の機能面の充実等の、なお=層のイメージアウプヘの取組

都道府県名

予定事業の概要

(事 業の取組みに当たつて、重点を置 く事柄を含

む。)

本事業を行 うに当たっての連携・協力先

(連携・協力を必要 とする団体等やその連携・

協力を得るための方法:)
茨城県 ○実施予定な し

栃木県 ○若年層等を対象 としたイベン ト・サー ビスの企画

○血液センター リニューアル (平成 21年 2月 1日 )

後の維持 :継続

○血液センターまつ り実施による地域へのイメージ

アップ及び地域貢献

○県内各メディア

群馬県 ○献血ルームの移転計画に伴 うイメージ向上。 市町村・ボランティア団体・血液センター

埼玉県 ○本年度新設を予定 している大宮第二献血ルニム

(仮称)に、託児体制の確保や栄養指導などのスペ

ースを設けると共に赤十字事業の情報発信の基地

としての機能を持たせる。

血液センター



【真液センタゴ
i

向上に努める。

○献血ルームにおぃて、健康増進に配慮したリラク
ゼニシヨン関連のサービス等を行うことにより、
献血ルームの更なる周知を図り献血環境の更なる

大手 リラクゼニ ションチェー ン店等関係団体

○献血者に対する充足感のある環境を整える。器材
みび広報資材の見直しを図る。

○献血者の安全性を確保しつつ、動線の流れのよい
環境作 り6

○血液センターゃ語血ルームとの情報連携を強
1ヒ し、設備 の充実を検討。

○地域の商工会等との連携 8

神奈川県 ○老朽化が進

善を行 う。

○献真ルームにおける雑誌・マンガの充実
0テ レビを利用した企画提案の募集
○民放 FM局 による献血ルームのPR

広告代理店

O*#l:?Elt Frq *t/".
長野県 ○献血処遇品の見直しゃ、献血者が来所しやすく、

居心地の良い施設環境め整備を心がけることによ
り、医療機関のニーズにマウチした献血確保に努
める。 【血液センタ■】

○市町村やメディァと連携・協力して、献血施設
のPRを実施する。

19



ＯＮ



l紙様式 2

ブロツク名 東海・北陸・近畿地区

第 12甲献■推進運動中央連絡協議会における協議事項について

1.22年度献血推進計画に盛り込まれた事業の取組予定①平成23年 4月 1日施行予定の採血基準改正にっぃての広報

予定事業の概要
(事業の黎組みに当たらて、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うにあたっての連携・協力先
~丁~

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る
ための方法等 )

・高等学校IFお ける献血のよリー層の協力依頼おょび普及啓発
野 会に出向いて依頼)

・教育委員会

・ 印刷物を保健所、市町村、関係団体企業に配布。・ 血液センターのホームページでの告知。
関係団体企業、市町村、血液センター

岐阜県

１
ュ

つ
乙
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静岡県

○愛の血液助け合い運動月間及びはたちの献血キャンペニン 1県広報局、県内ラジオ局
期間中に、県広報局が持つている民法ラジオ (AM、 FM)放送枠
を利用して啓発する。
01月 から3月 にかけて、民法ラジオ (AM、 FM)で放送する情
報提供コーナT(約 3分間)の中でテーマとして取り上げる。

愛知県

記者発表 1報道機関

ホームペニジヘの掲載 1啓発資材の配布先団体 (市町村、血液センター等):

1県 、市各教育委員会啓発資材への掲載

県下の全高等学校に対 して通知及び依頼を行う

県下の高校に対して、愛喫口県献血推進担当部局と対応した上

でPR広報を行う。場合によっては高等学校をはじめ各種学校

を訪問して協力を依頼する。

若年既献血者には改正内容を伝えるPR用パンフレットを

配布・郵送して理解と協力を呼びかける。

愛知県献血推進担当部局と連携して、県教育委員会・名

古屋市教育委員会の協力を仰ぎながら、各学校へ改正内容
についての理解と献血協力を依頼する。市町村に対しても

研修会等の機会を通じて改正内容についての理解と献血者
への働きかけをお願いする。

愛知県赤十字血液センター

二重県・三重県赤十字血液センター

ポスター・チラシ等を作成し、各市町および事業所へ配布する 1各市町・事業所等
とともに、献血キャンペニ ン時に県民に対 して呼びかけを行

つ 。

滋賀県

17才男性への 400mL献血の必要性と安全性についての啓発の 1滋賀県教育委員会・県内県立高等学校の協力を得て、授業

|の 中で献血啓発を実施する手段の検討6実施。

献血者の安全性を考慮 した基準の改正についての啓発



①府の機関                  :薩嘉而
しての告知。

② 『日赤大阪』への情報掲載。
③ 校内における高校生献血推進の強化:

④ 55歳以上の男性の成分献血者に対して、血小板成分献血ユ ヾコ 4■ :_ュ __―   .
が可能

|こ なる旨、広報。

市町村、市町村献面
大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会

今後作成するリー
ョン

ットに登載配布、市町広報での周知依頼及びメディァの活用等により機会を提えて、広く周知する。
市町、日赤、報道 (放送)機関

事前に血液セ

周知及びメディァの活用
県t市町、報道 (放送)機関

パンフレットゃ                    甘読
検討中。 (県事業)

血液センター

奈良県献血推進協議会・F町村・高等学校等
・県広報誌「県民の友」、ホームページヘの掲載及びリーフレ

ツトの作製。                  ′,日 、
・血液センターホームページヘの掲載及びリーフL/ッ ト量准
製。                  ′ふr_:_ヽ 生 、

(血液センター )

大阪府

兵庫県

兵庫県赤十字血液センター

奈良県

和歌山県

23
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②地域の特性に応じ、キッズスペースを確保する等の親子が献血にふれあう機会を設けるための取組

本事業を行うに当たっての規制や連携・協力先

予定事業の概要          |(都 道府県における規制について記載願います。また、連
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。) 1 携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得るた

めの方法等 )

富山県
・血液センターの親子見学会 (低学年)

・ 親子連れの献血での落書き帳の配布 (幼児1)

小学校教育現場への働きかけ。



静岡県
(託児施設を設置することについて県子育て支援課に確認)

○不特定の者 (幼児)を預かって保育をするのであれば認
可外保育施設として届出が必要であるが、自施設の顧客に
対してのみ行う場合、届出義務はない。ただしそのような
施設に対しても県に監督義務があり定期的な監督を行うの
で、県へ情報提供として届出をお願いしている。
(※静岡市内、浜松市内の施設については、各市べ届出)

9保育を実施するにあたっては保育する人数、時間によっ
て人的要件がかかる (最低 2名 、うち保育± 1名 )が、1

時間程度子どもを預かる状況でそこまで必要か検討する必
要があるので、どのような形態で行うのか決まり次第相談
してほしぃ。

「許可外保育施設に対する指導監督の実施にっいて」(平
球 13年 3月 29日 雇児発第 177号 )の他は、県単独の規制
はありません。
県、政令市、中核市等の保育指導係

25
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愛知県赤十字血液センター

既存施設では、新たにキッズスペースを設ける場所がないと
ころが大半である。今後新規開設することがあれば、キツベス
ペースを考慮したものとする。
成分献血者の場合は、所要時間が長いことから親子がふれあ

えるよう、子供が献血者のそばに居られるよう配慮している
が、さらに採血中の時間も楽しめるD∨ D等を用意する。

滋賀県

キッズスペースで一時預かりを行う場合は、児童福祉法に

定める「保育所のT時預かり事業」として児童福祉施設最

低基準に基づき、届け出が必要となりますが、県独自の規

制はありません。

大阪府

平成 22年 9月 1日 にオTプンした「まいど なんば献血ルー 1日 本赤十字社大阪府支部
ム」において、キッズルームを設置 し子供連れの献血者の確保

に努めている。

兵庫県赤十字血液センター

平成22年 1月 23日 に開設した新長田出張所においては、キ

ッズルームを設け、子育て中の女性や子供連れの献血者の確保

に努めている。



③「献血出前講座」や血液センタT等での体験学習への取組

予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業奮行うに当たってあ連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る
ための方法等 )

′jヾ学生 (高学
県及び市教育委員会、校長会

石川県

・県支部との共催し、小中学生を対象とした血液センター見学
会の開催

L嚇血出前講座の実施

・教育委員会

県職員による出前話座のメニューのひとつに献血をあげ、県民
の要望に応じて出前講座を実施。

夏休み親子血液教室

小学生高学年を対象に、血液に関するDVpの上映や血液セン
ターの見学などを実施する。

市町村、愛知県赤十字血液センター

27
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愛知県赤十字血液センター

現在、高等学校を中心に実施しているが、学校行事の中に組 |‐ 県教育委員会、名古屋市教育委員会、市町村、学生ボラ

込んでいただけないのが現状である。引き続き継続をして行 |ン ティア

く。

二重県・二重県赤十字血液センタT
ごれまでは小学生を対象に取り組んできたが、高校への授業の 1保健所、教育委員会、動物愛護管理センター、ライオンズ

実施にも取 り組み、献血実施につなげたい。         |ク ラブ等との協力を得て実施する。

滋賀 県

献血出前講座

県下の各種団体 (ラ イオンズクラブ、市町献血推進協議会、事 1教育委員会、各県内高等学校の保健体育主事等に協力を求

業所、学校等)の研修会等の依頼に積極的に取 り組む。   |め る。

教育委員会が主催する教員対象の研修会に参加

京都府

○献血ルームでの献血ルーム見学会及び献血セミナー開催  1京都府 (保健所)、 地域献血推進協議会

(対象 :小学生高学年とその保護者)

○若年層対象の献血セミナーの開催 (対象 :」 RC加盟の中学 1赤十字支部
・高校・看護学生)

大阪府

①

②

大学生の施設見学や中学生の社会体験事業として、職場体

験受入。 (中 学生の職場体験実績 :平成 21年度 5名 )

府内小学生を対象に「献血おもしろゼミナール」を開催。

①～② 学生献血推進協議会、各市町村献血推進協議会

② 後援 :大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育

委員会



高校生献血ボラン                   Fの貸し出し・提供及び実施稜の希望に応じて説明会を位置づけ
ている。

日赤、献血推進団体他

ター見学会」の実施

小中学校を対象にし
ている「こども見学会」並びに献血者を対象とした「血液セン′■     ロコ

ー
 A     __ =.  ..

(セ ンター事業 )

若年層今献血啓発                   :
対象とした「献血まるわかリゼミ」を実施する。

市町村教育委員会 (チ

・平成20年度力fl、 県内高校生を対象に、外部講師を招き、
~

体験談を交えて献血の重要性を語Pて もらう「高校生献血学
習Jを行 っている。 (平成 21年度 :3回実施、拝豪薯

甘
丁

316人 )
(県 ・血液センター )・高校文化祭等全出向いて、献血に関する正しい知識の普及を

行 っている。            ィI目 .品 |た上 、ん 、(県・血液センター)

県及び血液センターが中心となり、開催高校及びライオン
ズクラブ (外部講師含む)が、連携を図り実施。

(県・血液センター )

兵庫県

兵庫県赤十字血液センター

奈良県

和歌 山県
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④大学等における献血の推進及び将来の医療従事者を目指す者に対する普及啓発の取組

予定事業の概要

(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。

本事業を行うに当たっての連携・協力先

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る

ための方法等 )

)

富山県
・入学オリエンテーション等を利用した大学生等への献血への 1大学・専門学校等教育現場への働きかけ。

'口

乎びかけ (6校 )

潮 議 臥 噺 入生の画 説明会 的   |
・医学部学生の見学会 (5年生 )

・ 3人で一緒に献血キャンペァン

・ リーフレッ トの配布

石川 県

大学学園祭会場での献血キャンペーンの実施。

福井県
・県内の各大学・短大に献血バスを配車し、福井県学生献血推 |・ 福井県学生献血推進連盟
進連盟を中心とした学生ボランテイアによる啓発活動の実施 |
・臨床研修医 (1年次)に対 し血液センターにて血液事業のオ |・ 各臨床研修医協力病院

リエンテーションを実施

岐阜県
J学内のボランティア団体に働きかける。         1血 液センター
・ 大学の医学生研修を受け入れ、血液センタT職員による講

義などを行う。



献血啓発ポスターの掲示を依頼

ヤンペーンの実施 学生献血連盟、愛知県赤十字血液センタ∵

医科大学、看護
杢守

、医療専門学校等での献血実施と血液センター施設見学の受け入れ実施。ギ
学生献血連盟加入の学生を通 じた学内での献血 PR活動を

実施。

各大学内学生担当課、またはボランティァサニ クル等担
当者。

雲知県赤十字血液セ ンター

二重県赤十字血液センター学生献血推進協議会の設立
県内の大学献血時にボランティァサークルのメンノξ

=に
啓

発協力の依頼を行う。
大学病院で献血実施時に研修医に献血の経験をして頂 く。

血液センターの                 頭
大学内での献血受付窓口の設置を継続 して実施。
大学生に対して、地域貢献活動のひ圧ちごごぞあ献血を働きか
け、活動内容をホームページで紹介していく。

勲きかけを進める。

県内の大学等に協力を求める。

○大学・高校での薬物乱用予防教育等、様々な機会を活用した
献血啓発の強化と献血推進

O大学献血実施時に比重不足者に対する「栄養相談事業」の実
施

○看護学生を対象に献血ルームで献血に対する講義と献血体
験学習の実施

大学 (大学担当者への栄養相談事業への説明・協力依頼)

看護学校         ｀

滋賀県

京都府
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大阪府

① 「はたちの献血」、「全国学生クリスマス献血キャンペー l①～③ 学生献血推進協議会
ン」広報用ポスターを府内大学、短期大学に配布。

② 学生献血推進協議会メンバーの血液管理センター見学。

(平成22年 3月 10日 、20名 )

③ 学生献血推進協議会による街頭キャンペーン。 (実績 :平
1成 22年度8回程度)

④ 医療関係の学校に対して、血液センター施設見学会を積極

的に招致。

兵庫県赤十字血液センター

兵庫県学生献血推進協議会の研修会及び研修医、医科大学生、 1兵庫県学生献血推進協議会

看護学生等の校外学習の受け入れ

奈良県

大学キヤンパス内において、献血を実施するとともに、学生献 1血液センター 日大学・学生献血推進協議会等

血推進協議会 と連携 して学生による献血啓発を行い、啓発を含

めた自主的な献血参加を促す。 (県事業 )

若者献血推進に向けて、学生献血推進協議会等の献血啓発協力

者を対象とした研修会を実施する。 (県事業 )

和歌山県  、
。大学や医療関係の学校での献血実施時に、

つている。

血液センタ†が中心となり、

議会が連携を図り実施。

各学校及び県学生献血推進協

(血液センター)

献血推進啓発を行

(血液センタニ
)



⑤年齢別人口に占める献血者の割合が低い傾向にある50～ 60歳代を対象とした普及啓発の取組

石川県

岐阜県

静岡県

愛知 県

愛知県赤十字血液センター

予定事業の概要
(事業の取組みに当たうて、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連携・協力先
~T~

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る
ための方法等)

・はがきでの依頼 (原料血漿確保 )

69歳までの献血
争71ヒ

にするため、60歳 をirIぇ た献血経験者を対象に依頼の文書を発送する。

含等人の協力依頼 ・地域の壮年会等

献血経験のあ            薫 り献血
依頼を行 う。

血液センター

9月 から3月 にか
牲下,民法ラジォ 納M、 mで 放送する情報提供コーナ三

=約

3分間)の中でテニマとして取り上げる。

県内ラジオ局

ホームページヘの掲載
啓発資材の配布

ポスターに播血基準の記載

啓孝資材、ポ不ターの配布先 (保健所、薬剤師会等)

60歳代の献中協力者を対象に、年間1回から2回、献血の
かけを実施する。
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三重県・二重県赤十字血液センター

月『薬の基準を再度お知らせする。
献血実施の際の血液検査項目の PR

兵庫県赤十字血液セ ンター

定年による (企業内)献血ばなれを回避するため献血を継続い|     ´

ただ く依頼文書の発送を検討

和歌山県
,「薬の正しい使い方」「薬物乱用防止J等の講習会実施時

に、併せて献血推進啓発の講習を行 う。 (県 )

‐ 50歳 以上の既献血者に対 し毎年ハガキ等による献血依頼‐

を行つている。 (血液センター )

・ 献血推進講演を自治会等で行つている。 (血液センタニ)1血液センターが中心となり、ライオンズクラブ及び県日赤

奉仕団との連携により実施。      (血 液センタニ
)



⑥地域の特性に合わせた採血所のイメージ作りや移動採血車の機能面の充実等の、なお一層のイメすジァップベの取組

二重県 口
≡翌 県赤十字血液セ ンター

予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うに当たっての連携・協力先 ~
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る
ための方法。)

・
イ

ベン トで献血あ待ち時間に、雑誌閲覧及びビデォ鑑賞の場
2堤供 (献血バス)

・血液センター内の献血ルームをリニューァルし、血液セラターの外壁に献血ルームの名称を掲示する等、遠くからでも分か:I 口ヽ 一 = 、 一 二 n ・  ・  ・

りやすい施設とした

母体 (岐阜県赤+字血液センター)待合室の備品が老朽化して百るためりニューァルし、ィメニジァップを図る。
血液センター

現在のバスは車両が低いため、坂や段差では進入できないこと
もあるため、車高を上昇|せる機能が必要。

tr;&t ), -oet#"E"
韓血ルームの設置につぃての検討。
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大阪府

新規オープンする「なんばル=ム .(仮称)」 については、

らしい名称やイベントを検討中。

大 阪

兵庫県赤十字血液センター

移動採血車のラッピング及び献血ルニムの改修、設備の充実

奈良県

積極的に「チッチ」や「ハーディア」等の献血推進キャラクタ 1血液センター

―を活用する。イベン トで「チッチ」の着 ぐるみを使用する等。

(県事業 )



J紙様式 2

ブロツク名  中国 。四国ブ由ック

第12回献血推進運動中央連絡協議会における協議事項|こ つぃて

1.22年度献血推進計画に盛り込まれた事業の取組予定

=に
ついての広報

都道府県名 予定事業の概要
(事 業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うにあたっての連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等 )島根県

広島県

山口県

徳島県

香川県

書〒1
・県広報媒体を利用した広報。    ~~
・高校出前講座
・高校生を対象とした集中的な啓発

・

[ょ
市町の広報議等、各種広報媒体を用いそ啓発

・
贅F言是■奮通じて各高等学校等へ通知し、血液セ

知を図る
・愛媛県赤十字典液センター、愛媛県教育委員会

・山口県・山口県赤十字血液センター
・連携・協力先 :教育委員会
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②地域の特性に応じ、キッズスペースを確保する等の親子が献血にふれあう機会を設けるための取組

都道府県名
予定事業の概要

(事 業の取組みに当たつて、重点を置く事柄を含む。)

本事業 を行 うに当た っての規制 や連携・協 力先

(都道府県における規制について記載願います:ま た、

連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を

得るための方法等 )

岡山県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

・子供連れの方にも気軽に献血に参力|していただける
よう、キッズスペTスを確保するため、現在献血ルー
ムにおいて改装工事を計画中である。

・キッズコーナーの設置を検討
血液センター(母体)にキッズスペ早スを新設

:大学生等ボランティアが行う献血キャンペーン会場に
おいてキッズスペースを確保し、学生が中心となって
献血読本の読み聞かせを行つたり、献血キャラクタ∵
のぬり絵等を用いて幼少期の子どもが献血にら、れあ
う機会を設ける。

・予約献血によリー定規模の子連れ希望者を確保でき
るようであれば、臨時的に体憩室の一部をキウズス
ペースとして使用することを検討している

・小学校親子血液センター見学体験教室の実施
J予 定なし

(献血ルームのスペニスやそのための人件費等の問
題があるため)

山口県赤十字血液センター

臨時的に設置するものであれば届出は不要だが、事
故等があれば指導の対象となる。託児をするための

従事者は常時2人 以上必要。

子どもを一時的に預かる場合は、認可外保育施設の

基準が適用となり、保育士や看護師の資格をもった

従事者が必要となる。そのためキッズスペースの常
時設置は困難であり、献血キャンペーン実施時に、
有資格者を確保し、会場の協力を得て臨時的に設置
したい。

採血所の構造設備基準、医療法 (休憩所の確保の

問題)

愛媛県赤十字血液センター



③「献血出前講座」や血液センター等での体験撃習への取組

｀
都道府県名 予定事業の概要

(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連携・協力先
(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等 )

香川県

献血おもしろセミナI(親子見学会)

実施する。

‐   ■`′● イ ンし J~`ヽ ノ

・小学校4年 生～中学校3年生・
:結ξ謂魏糧鮮翼謂液ャ

ンタジ員によ

[ 菖 η・
筆「「1落言讐瞥事だ二玉ピツ肇,つT貪J豊事

1薄驀 卜●鱚鵠山
・

;li型亀

血液センターIFて「夏休み親
子献血ゼミナー

「言二等講鴛理製X躍1騰毀
の見学会などを積極的に行う。       

‐

・小学校 4年生～6年生の親子を対象に血液センター
見学教室を夏休み期間中に実施する。口小学校 4年生～6年生を対象に、献血の必要性や命
の大切さへの理解を求める小学校献血出前講座を

・市教育委員会…・周知協力

・保健所、血液センター、高校、県教育委員会

。日本赤十字社岡山県支部、岡山県教育委員会

・県教育委員会等の後援名義使用の承諾。

・山甲県・山口県赤十字血液センター

・市教育委員含 各高校」RC担当教職員

発の機会を確保する。

・県教育委員会や高校の協力を得て、献血サポーター
事業をさらに充実させ、高校生はもちろん、教師の献
血への関心も高め、学習指導要領の改訂に合わせ
て、授業の中でスムーズに取り上げてもらぇるよう準
備を進める。

・県や市町教育委員会と連携し、小学生からの献血啓
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愛媛県   |・ 中学校・高等学校へ献血事業を説明する「出前教 |・ 麦媛県赤十字血液センター
室」を実施

・小学生親子血液センター見学体験教室の実施

④大学等における献血の推進及び将来の医療従事者を目指す者に対する普及啓発の取組

都道府県名
予定事業の概要

(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連携・協力先

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を

得るための方法等 )

鳥取県

島根県

岡山県

山口県

徳島県

年 1回 、研修会を開催 (大学 )

医学部展覧会でパンフレットを配布し啓発

移動採血車の配車と学生へのチラシ等による呼びか

け 。                  |

献血サークルに対し学生への呼びかけ協力の依頼。
若者向けタウン情報誌を利用した啓発
(例 :血 液センターの記事を掲載したタウン誌を大学
入学式で新入生全員に配布)

献血推進サァクルの活動支援

県内の大学、専門学校等の学生で構成している学生

ボランティア組織に対し、年8回 の定例会、研修会を
行い献血知識の普及啓発に努めている。また、数年

献血を実施していなかつた大学に配車を行い、掘り
起こしを行つたも学内献血を実施する際、上記学生ボ

ランティア組織、学友会tボランティアサァクル等の協
力を得てt学生に対する呼びかけを実施している。

大学生やその他の学生を対象とした献血セミナー

学生赤十字奉仕団を対象とした「献血研修会」
大学生を対象とした、学内献血時のチラシ等による

医学部看護科

血液センター、大学献血ボランティアサークル

血液センター

血液センター 、

血液センター

岡山県学生献血推進連盟“S.B.D,Momo
各大学学友会、ボランティアサークル

県`内

山口県学生献血推進協議会

学生赤十字奉仕団

学生赤十字奉仕団



口乎びかけ

香川県

愛媛県

高知県

口
徳 島 大 学 医 学 音Bの 堂 生 な 壽 発 LI仁 嗜 ュ 由 ¬¬―… シ`― ‐ ύOに した に昴型 大 百口大学生ボランティァに献血キャンペーンを自主企画し
てもらったり、県の広報媒体に|てもらうことで、献血に対する意識の向上をはかる。・
編蚤寵議忌購■覇

校内での移動車献血を実
り啓発の機会を増やす。学域献血実施の際に献血の推進等おこなってぃる。

・偏島大学医学部
・血液センターが大学生ボランティァ団体に対し、定期的に研修会を実施することで、連携を強化するも

・愛媛県赤十字血液センター

・高知県学生献血クロス倶楽部等学生ボランティア・学校でのイベント時は、その実行委員会

及啓発の取組

都道府県名 予定事業の概要
(事 業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 う|ビ 当たっての連携・協力死
~

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等 )鳥取県

島根県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

。今年から葉書によ
・市町村に対する広報誌への掲載依頼
・5,棒以上の方へDMによる献血要請
・ダイレクトメ下ルの送付
こ特にこの世代に限定するものではないが、高齢者への
献血への参加の呼びかけ

・長寿大学参加者に対し、献血に対する協力を求める。

・
↑業やィベントの献血巡回時に、これまで重視してぃ
なかった年配の人(管理職等)に対し、ょリー層の普及
啓発を図る

・献血経験者(事業所献血など)へはがきの送付

・市町村
・血液センター
・山口県赤十字血液センター
・ライオンズクラブ

・長寿大学の授業開始前等の時間をもらって、献血に
関する基礎知識の普及や献血への協力を求める。口愛媛県赤十字血液センタニ

・高知県赤十字血液センター
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⑥地域の特性に合わせた採血所のイメージ作りや移動採血車の機能面の充実等の、なお―層のイメージアップヘの取組

都道府県名
予定事業の概要

(事 業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業 を行 うに当た っての連携・協 力先

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を

得るための方法。 )

島根県

岡山県

徳島県

香川県

愛媛県

・血液センター待合室の改装

(フ ロアカーペット、ソファー、本棚、雑誌等の充実)

・献血者に清潔で明るぃイメニジを持つていただけるよ

う、献血会場で使用する机、椅子を新しく購入するこ

ととしている。

また、献血会場の案内看板も「けんけつちゃん」を用
いた親しみやすい看板を購入することとしている。

・献血者、特に初回献血者の不安を緩和するための

丁寧な説明・対応
・献血時のスタッフの接遇マナー向上をはかり、献血

者に、より快適に協力してもらうよう努めるも
・採血所休憩室の壁の一部を開放して、地域情報 (ポ

スター)を掲示するなど一般人が自由に行き来できる

ようにして採血所のイメージアップを図る。

血液センター

・所内研修等

スタッフヘの接遇研修を行う。

愛媛県赤十字血液センター

大学、各専門学校



j紙様式 2

第 12回献血推進運動中央連絡協議会における協議事項について

1.22年度献血推進計画に盛り込まれた事業の取組予定
①平成23年 4月 1日 施行予定の採血基

'

ト
ビ型型竺主主■生上旦些

=ヤ
疋の採血基準改正についての広報

都道府県名 予定事業の概要
(事 業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うにあたっての連携・協力先
(連携・協力を必要 とする団体等やその連携 1協
力を得るための方法等)

小―ムペ下ジや印刷物の作成・配布にょる情報提供
献血出前講座や校長会等における情報提供
市政だより等、行政の広報による情報提供

血液センター、県、市町村、教育委員会

採血場所や、各千
卜等の配布、また、ホームページ等に掲載するなど周
知を図っていく:

局校生を対象とした献血教室を実施する。

県、血液センター、教育委員会、学校、市町
本寸

・ 市町に広報依頼。
・ 高警学校等関係団体に周知。
・ 街頭キャンペーン (愛の血液助け合い運動、はたちの

Hiitr) t:(pR"

県、血液センター、教育委員会、市町
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熊本県 17歳からの 400m L献血導入に伴い、若年層の献血啓

発と献血体験 (学内献血)の推進を図るため、県の所

管課と協議し、県下高等学校今協力要請を図つていく

予定である。

県所管課、公私立高等学校長・養護教諭会

大分県 ○高校生献血の輪拡大推進事業
・ 各高校のボランティア部部員対象に、献血に関する研

修会を開催し、採血基準改正を周知
・ 各高校のボランティア部部員対象による校内及び校外

での広報

○若年層への献血推進をテーマとする大会を開催
・ 献血の大会を開催 し、採血基準改正を広く県民に PR

大分県教育委員会、各市町村教育委員会、」R

C

宮崎県 献血ルームの映像配信システムや新聞等のメディアによ

り広報を行う。また、教育委員会を通して、高校生への普

及啓発を図る。

血液センター、県教育委員会、高等学校

鹿児島県 県政広報番組 (テ レビ・ラジオ・新聞・掲示板)、 献血出

前講座を利用して周知

県、血液センター、市町村

沖縄県 県の広報媒体を活用し広く県民に周知を図るほか、教

育委員会及び市町村へ広報を依頼する。また、高校生

を対象とした献血教室の際に周知を図る。

69歳まで血小板献血可については、献血ルームのリピ

T卜成分 ドナーに基準変更を案内する。

県、血液センタ=、 教育庁、市町村t高等学

校



②地域の特性に応じ、キツズス
年
二塁 を確保する等の親子が献血にふれあう機会を設けるための取組

都道府県名 予定事業の概要
(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行うに当たっ
(都道府県における規制につぃて記載願います。また、
連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を
得るための方法等)

子育て中の親が
の推進

,実施 してぃる市町村をモデル として情報提供

血液センター、市町村、ボランティァ団体

H13.3.29付 け雇児発第¬77号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可外保育施設に対する指導
監督の実施について」により指導監督を行ってぃ
る。

血液センター待合
典液センター (本 県では、キッズスペ_ス を設置す
る際に特に規制はなし。)

現在の献車ルームの
の設置は不可能である。

キツズ¬一ナーの整備
移転予定の献血ルームにおいて、キッズコ_ナニを
設け、若い世代の親子が気軽に来所できるように整
備する。

子供向け DVDの
ツドサイドで鑑賞)

典液センター
*キ ッズスペース設置する際の規制 は特に設 けて
いイまい
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鹿児島県 血液センター (献血プラザかもいけクロス)の キツ
ズスペースの存在を,近隣マンション入居者に周知

する。

血液セ ンター (マ ンシ ョン管理組合への事前説県

明

沖縄県 血液センター|ま今年度から新築移転しており、旧セ
ンターを献血ルームとして改造することを検討中
で、その場合は、キッズスペースを確保する予定で
ある。

血液センター

③「献血出前講座」や血液センター等での体験学習への取組

都道府県名
予定事業の概要

(事 業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当た っての連携 t協 力先

(連携 ,協 力を必要とする団体等やその連携・協力を

得るための方法等 )

福岡県 小中学生、高校生に対する献血出前講座の実施

(冊子や献血バス禾1用 )

九州血液センターの見学ホール、ガイダンスホ
ールを利用した啓発

推進バンフレットの作成

血液センター、市町村、教育委員会

佐賀県 ・ 県内の高校生を対象として「献血教室」を実施
し、献血についての説明や DVD鑑 賞など献血思想
の普及啓発を図つている。

・ 血液センターでは、小学校、専門学校などから
の見学の要望に応えられるよう体制を整備して
いる。

県、血液センター、教育委員会、学校

長崎県 県内中学生の職場体験学習を受け入れ。

高校献血を行う際、必要に応じて献血実施の前
に献血に関する講演を行う。

血液センター、県内中・高等学校



・小学生・保護者を対象に血液センターで「夏休み
体験学習」を行う。
・高校生を対象に、真液センターで「献血セミナー」

を行う。

・学校薬剤師や各保
高校等での出前講座の実施

。小学生を対象とした「夏休み親子献血教室」の
実施

大分県薬剤師会、大分県教育委員会

・人分県教育委員会

・ 小学生を対象とした「夏休み親子献血教室」の
実施

し採血所や保健所等の待含室での啓発用D∨ Dの
放映

血液センター、県教育委員会
*高等学校については教育委員会からの要望等
が現在のところないことから採血基準改正と併
せて今後検討する。

鹿児島県 文化祭や高校3年生の自主学習期間 (2月 ごろ)

を活用した献血出前講座の実施
薬物乱用防止と連携した献血出前講座の実施
小学生を対象とした「楽しく学ぼうキッズ献血」
の実施 (抽選で看護師・医師・献血者に扮装し
楽しく模擬献血を行う)

中学生を対象とした職場体験の実施 (献血の仕
組Ⅲや重要性の学習と献血の呼びかけ等の実体
験 )

PTA献典の実施

県、血液センタ‐:市、県・市教育委員会、日
本支部、各高等学校
「楽しく学ぼうキッズ献血」にうぃては,血液
センターが教育委員会を通じて希望者を募集
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沖縄県  |・ 高校生を中心とした献血教室の実施。内容は、 |・ 県、血液セジターt教青庁

.     |・ 22年度より新設された血液センターの見学

④大学等における献血の推進及び将来の医療従事者を目指す者に対する普及啓発の取組

都道府県名
予定事業の概要

(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連携 」協力先

(連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等 )

福岡県 大学等へのポスター等配布や献血の呼びかけの実施
大学等の献血推進協議会への加盟の推進

血液セ ンター、大学等、学生献血推進協議
△

=

佐賀県 佐賀大学で献血を行う場合、4日 間又は 5日 間と長期
に渡って献血を実施することで学生に対する献血あ普
及啓発を行う。

県、典液センター、大学、ライオンズクラ
ブ、学生ボランティア協会

長崎県 学生献血推進ボランティアなどの協力のもと大学構内
でのキャンペャン実施。

県内大学への啓発資材配布。

医療系大学生に対する講義等で献血の重要性を説明。

県、血液センター、大学、長崎学生献血推
進ボランティア連盟、佐世保学生献血推進

協議会



・ 学内献血で組織化されてぃない大学の体制づくり。
(各樺関連業務の中で、医療関係の学生に対する啓発チ よ△ 二 1 ,  ___  ニ

学内献血での献血体験

を検討 してぃる。 )

・ 学生献血推進協議会、大学研修医、学生

○大分 県学生                  ;
ンペ ーン

口重窒駁1考彗デビ言畠雇
啓発イベント)

脚 推進員の委嘱
宮崎本学医学音

`学

生を対象に血液事業全般に関する研
修

(月 2回程度)

る講習 (年 1回 )

・ 血液センター、宮崎大学匠学部、県立看
護大学

鹿児島県

動を支援)

献血会の実施

・ 鹿児島県学生献
―ではメンバー募集のためのテラシを作成するなど活

・ 県、血液センター、
~鹿

児島県学生献血推
進協議会

・大学及び看護師養成施設での献血講座の実施及び DVD機
映並びに献血を実施 し、普及啓発を行う。

・ 大学及び看護師養成施設、血液センター
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⑤年齢別人口に占める献血者の割合が低い傾向にある50～ 60歳代を対象とした普及啓発の取組

都道府県名
予定事業の概要

(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。)

本事業を行 うに当たっての連携・協力先

(連携・協力を必要とする団体等やその連携 。協

力を得るための方法等 )

福岡県 ・ 市政だよりや現場における献血可能年齢の周知

・ お礼状の送付

・ 献血要請はがきの送付

血液セ ンター、市町村

佐賀県 献血実施にあたって、事前に献血年齢等を詳しく記載し

たチラシを各家庭に配布し、 50～ 60歳代の献血参加

を促している

県、血液センター、市町村、ライオンズクラ

ブ

長崎県 日本県では全献血者の4分の1を 占めており、低い傾向
に は な い 。

・ 服薬 している可能性が高い年代のため、献典が制限さ

れる服薬の種類緩和の周知を行う。 (例 :事業所での

献血依頼の際、回覧資料にて紹介)

血液センター、協力事業所、ライオンズクラ

ブ

熊本県 60歳 になられた献血者に対して、69歳 まで献血が可能で

今後ともご協力をお願いするダイレク トメァルを発送す

る。

大分県 輸血用血液の高齢者への使用実態を踏まえた啓発ビデオ

(DVD)を 作成し、各団体や企業等で上映 (提案)

ライオ ンズクラブ、ロータ リークラブ、各種

経済団体

宮崎県 長期間 (3年 以上)献血していなぃ50歳 以上の献血者ヘ

ダイレクトメールによる依頼要請や献血に関する情報提

供等を行う

血液センター



鹿児島県 還暦や誕生 日な
県:血液センタニ

糖尿病関連検査等により献典が健康管理に役立つことをポスター・ちらしを用いて周知する。
市町村、企業、血液センター

⑥地域の特性に合わせた採血所のイメージ作りや移動採血車の機能面の充実等の、なお―層のイメー ジァップヘの取組
都道府県名 予定事業の概要

(事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。) 琴協l庭 [『ξ蝙甕
・協力を得るための方法。 )血液センター (母体)での献血受入をスムーズにするために駐事スペースを20台権保して立ち寄りやすくしている。やわ.ら かぃィメージを作るために「献血プラザさが」の名称を使つている。移動採血につぃては、検診車

肯7を イ予rっ =cぃ ′6:^口
子

血液センタニ、県

献血バスのラッ                 ー

天候に合わせ献血バス前に
ァン トを設置 し、日差 しや風

雨をしのぎやすく入りやすぃ献車バス作り

血液センター、協力事業所

・献血ルーム (母体)の別棟の壁に大型看板を設置し

=ィ

メ~ジアツプを図る。
・移動バス採血が円滑にききるように、検診車を導入する。
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大分県 ・ 献血ルームの整備 (移転予定のル下ム)

若者に好まれ、入り易いソフトなイメージを前面に打ち
出す。

口街頭献血会場でのリー ド看板による広報

宮崎県 献血推進ラジオ番組 (LOVE in Action)を 録音して、献
血バス内で献血者に聞いてもらい献血意識を高める。

血液セ ンター

鹿児島県 気軽に献血会場へ立ち入ることができるような雰囲気づ

くり

血液センター献血ルームヘのアクセスをメインに したチ

ラシ等を活用 した広報

繁華街の献血ルームでは,商店街活性化のために設立さ

れた協議会 との連携,推進用のポスター・チラシ リのぼ

りの活用          ′

血液センター

商店街振興協議会,通 り会 との連携

沖縄県 : 新築移転後の旧血液センターを献血ルニムに改造する場

合は、アメニティに優れた施設とする。
・ 移動献血車内に、これまで別途設置していた入カシステ

ムを設置する。セッティング作業時間等を短縮し作業効

率を上げることで、献血受入時間を長くすることが可能

となる。

血液センター




